
「親なき後」への親のねがい
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。
　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。

記入日 　　　　年　　月　　日 記入者

伝えたいこと

就労上のこと、日中活動や日々のこと

暮らしのこと、生活上のこと

わたしの子どもとかかわってくれる方へ

Ｓ-８

保護者記入



「親なき後」への親のねがい
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。
　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。

記入日 　　　　年　　月　　日 記入者

いいところ、コミュニケーション、配慮等

就労上のこと、暮らしの場など

付添人の確保や、費用負担などを含めて

わたしの子どもとかかわってくれる方へ

親　族　へ

入院・災害などの非常時の対応

Ｓ-８

保護者記入



科　　目

給料・工賃収入

障害基礎年金

その他年金

不動産賃料収入

その他

科　　目

住居費

食費

生活経費

税金・健康保険料等

福祉サービス利用料

その他の支出

収入

金　　額 備　　考

支出

金　　額 備　　考

Ｓ-９

「親なき後」への親のねがい

　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。

記入日　　　　年　　月　　日　　　記入者

本人の生計

保護者記入



種別 所在地 数量 評価額 現状
権利証の
保管場所

種別 所在地 数量 評価額 現状
権利証の
保管場所

返済方法 期限

Ｓ-10

「親なき後」への親のねがい

　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。

記入日　　　　年　　月　　日　　　記入者

・不動産

本人の財産（本人名義で、同人の所有と特定できるもの）

・預貯金、債権、株式等

・負債

借入先 評価額

保護者記入



発行者 記号・番号 有効期限 保管場所

加入

加入

受給

受給

Ｓ-11

基礎年金番号 受給申請 更新の状況

・口座引落し
　金融機関名：
　口座番号　：
・窓口現金払い
・その他（ 　　              　）

基礎年金番号 支払方法 年金手帳等の保管場所

・年金加入・受給の記録

・口座引落し
　金融機関名：
　口座番号　：
・窓口現金払い
・その他（ 　　              　）

「親なき後」への親のねがい

　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。

記入日　　　　年　　月　　日　　　記入者

・健康保険、介護保険、医療保険等

本人の保険関係等

保険の名称 保険料の支払方法

健康保険

・口座引落し
　金融機関名：
　口座番号　：
・窓口現金払い
・その他（　　　　　）

介護保険

・口座引落し
　金融機関名：
　口座番号　：
・窓口現金払い
・その他（　　　　　）
・口座引落し
　金融機関名：
　口座番号　：
・窓口現金払い
・その他（　　　　　）
・口座引落し
　金融機関名：
　口座番号　：
・窓口現金払い
・その他（　　　　　）

保護者記入



名義人 所在地 種目 相続評価額 保管場所
相続方法

（考え方）

名義人 所在地 種目 残高 保管場所
相続方法

（考え方）

受取人
機関名

保険会社
種目 支払見込額 保管場所

相続方法
（考え方）

借入名義人 借入先
返済
期限

返済方法
担保等

借入残高
相続方法

（考え方）

合　　　　計 円

Ｓ-12

生
命
保
険

小　　　　計 円

総　　　　計 円

借
入
金
等

要件を備えた自筆証書遺言書を作成することが必要です。

※法律的に有効な遺言状は、本ページの記録とは別に、公正証書遺言書か、形式

記入日　　　　年　　月　　日　　　記入者

　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。

「親なき後」への親のねがい

資産と負債

■ 資  産

■ 負  債

不
動
産

小　　　　計 円

預
貯
金
・
債
権
株
式
等

小　　　　計 円

保護者記入



後見人
監督人
の区分

氏　　名
生年月日
性　　別

住　　所 職 業
関係書類の
保管場所

ふりがな
　　年　  月 　日

〒

（男・女） （電話：　　　）
ふりがな

　　年　  月 　日
〒

（男・女） （電話：　　　）

後見人
監督人
の区分

氏　　名 住　　所 本人との関係

ふりがな 〒

（電話：　　　）
ふりがな 〒

（電話：　　　）

成年後見 根室市敷島町２ー３

公正証書 釧路市末広町７ー２

成年後見人等をお願いしたいと考えている人

■お問合せ先

親が成年後見人等になっている場合は、後継の成年後見人等を記入します。

※区分には法廷後見（後見・保佐・補助）、任意後見、監督があります。

「親なき後」への親のねがい

成年後見人、成年後見監督人

行為を行う、または本人による法律行為を助ける方を選任する制度です。

　成年後見とは、判断能力の不十分な方を保護するために、本人のために法律

記入日　　　　年　　月　　日　　　記入者

　変更があれば修正したり、ページを差替えたりして使用してください。
　このページは、親としての今のねがい、気持ち、考え方を記載してください。

Ｓ-13

現状

・了承済み。
・話はしている。
・話していない。

・了承済み。
・話はしている。
・話していない。

釧路地方・家庭裁判所
根室支部根室簡易裁判所

0153-24-1617

釧路公証人合同役場 0154-25-1365

保護者記入



関係

　自筆証書遺言状（保管場所　　　　　　　　　　　）

公正証書契約番号電話

■親（保護者）は遺言状を作成しているか。

住所氏名

　　①　している　　　②　していない

　公正証書遺言状（保管場所　　　　　　　　　　　）

■親（保護者）自身は任意後見契約をしているか。

　　①　している　　　②　していない

　①

Ｓ-14

■日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）について

「親なき後」への親のねがい

　　①　利用したい　　　②　考えていない　　③　利用しない

おおむね１回１，２００円＋交通費（生活保護を受けている方は無料です）です。

金銭管理などです。相談や支援計画の作成は無料です。生活支援人の援助は利用料が

　たとえば、福祉サービスの情報を伝えたり、利用料の支払いのお手伝い、日常的な

対して、自立した地域生活を送れるように福祉サービス等の利用援助を行う制度です。

　日常生活自立支援事業とは、判断能力が不十分なため、日常生活に困っている方に

  　お問合せ先　北海道地域福祉生活支援センター釧路地区センター

　　　　　  　　電話　０１５４ー４４－２９４１

　　　　  　　　※平成２６年１０月より、根室市社会福祉協議会が窓口となります。

保護者記入


